
行政書士に相談してください
日にち：7がつ 13にち（すいよう）
じかん：10：00～12：00
ばしょ： とっとりけんりつとしょかん２F

（鳥取県立図書館２階）

たとえば

◆ざいりゅうしかく（在留資格）◆しゅつにゅうこく
（出入国関係） ◆しごと ◆こくさいけっこん
（国際結婚） ◆そのほか、しんぱいごと
ぎょうせいしょし（行政書士）にそうだん（相談）しませんか？

～よやく（予約）がいります～

よやく：0857-24-2744 /gyosei-tottori@gyosei.or.jp 行政書士会事務局

主催 鳥取県行政書士会

ひみつを守ります ぎょうせいしょし（行政書士）には、ひみつを守るぎむ
（義務）がほうりつ（法律）でかされています。

【マイナンバーカードをつくります】

1．せんもん（専門）のひとがいます。

2．おかねはいりません。

3．もってくるもの。

①こじんばんごうつうちカード（個人番号通知カード）と

こじんばんごうカードこうふしんせいしょ（交付申請書）

＊ゆうびんで、あなたにとどいています。

②あなたをかくにん（確認）できるもの

ざいりゅうカード（在留カード）など

４．ここであなたのしゃしん（写真）をとります。

よやく（予約）がいります

ぎょうせいしょし そうだん


